
処罰してほしい 
 

警告してほしい 

（行政手続） 

被害防止の援助
を受けたい 

被害の届出 

捜  査 
 
暴行・傷害・脅迫・
器物損壊・名誉毀
損 
ストーカー行為罪
等 
 

罰則 
(ストーカー行為罪) 
１年以下の懲役又
は100万円以下の
罰金 
 

警  告 

従わない場合 

禁止命令 

違反した場合 

捜  査 

罰則 
禁止命令に違反し
てストーカー行為
をした者は、２年
以下の懲役又は
200万円以下の罰
金 
 

状況に応じた対応

策のアドバイス、

他機関の紹介、被

害防止機材の貸

出等必要な援助

を行う 

罰則 

禁止命令に違反

したがストーカー

行為に至らない者

は、６月以下の懲

役又は50万円以

下の罰金 

警察へ相談 

場
合
に
よ
っ
て
は

 


